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（注1）　PECの上段は公共用水域（淡水）、下段は公共用水域（海水）。
（注2）　○：現時点では作業は必要ない、▲：情報収集に努める必要、■：詳細な評価を行う候補、×：現時点では生態リスクの判定はできない。
　　　 　－：PNECが設定できなかった、あるいはPECが設定できなかった場合、PEC/PNEC比の算出ができなかった場合、
　　　 　(－)：評価の対象外、あるいは評価を実施しなかった場合を示す。
　　　　「現時点では生態リスクの判定はできない」とされた場合については、生態リスク評価分科会において関連情報を総合的に勘案し、以下の通り
　　　　分類した。
　　 　（○）：情報収集等を行う必要性は低いと考えられる、（▲）：情報収集等の必要があると考えられる。
（注3）　既に水生生物の保全に係る水質目標値が導出されているため、生態リスク初期評価を行わなかった物質。

2,4-ジクロロフェノール、ナフタレン
（注4）　今後、情報を入手した後に評価を行う予定。
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生態リスク初期評価結果一覧（16物質）
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